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終了（予定）年度 ─ 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 2 地域全体で支える福祉の仕組みづくり 無

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
一般会計 事務事業分類 B　法定義務等事業

事務事業名 老人福祉施設入所措置 シート番号 11-084

基礎点検

担当部署名 健康福祉 長寿社会 地域包括ケア推進 評価責任者（課長名） 阿加井

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 昭和 38 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

老人福祉法

4 関連計画

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において生活すること・養護を受けることが困難な65歳以上の者

5 事業実施の経緯

老人福祉法第５条の３に規定する養護老人ホームに、環境上の理由及び経済的理由等により、居宅において生
活すること、養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に
参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的に、同法第１１条第１項第１号の規定に基づ
き入所させる事業。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

上記事業対象となる65歳以上の者に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ
ること。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

＜事業概要＞
高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、高齢者の福祉を図ることを目的として、
老人福祉法に基づき、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において生活することや養護を受けることが
困難な65歳以上の者を養護老人ホーム等に入所させる。
＜養護老人ホーム入所措置の流れ＞
①各区地域福祉課や包括支援センター等に相談　⇒　②各区地域福祉課へ申請　⇒　③入所判定委員会に諮
問　⇒　④同委員会に入所可と判定されれば措置決定。
本人及び扶養義務者の所得に応じた階層を決定し、その階層に応じた負担金を本人及び扶養義務者が支払う。
＜平成29年度末の状況＞
入所者数：278名、入所施設数：18施設

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 （　　　　扶助費　　　　　　　）

直接実施以外の主な支出先 社会福祉法人福生会　養護老人ホーム福生園　等

事
業
コ
ス
ト

11

項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 378,402 358,285 354,504 392,000

一般財源 千円 300,244 296,810 292,958 280,969

8

主
な
事
業
費
内
訳

扶助費 千円 378,279 358,153

入所判定委員報酬ほか 千円 123 132 112 131

354,393 391,869

千円

千円

財
源
内
訳

国・府支出金 千円

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円

その他（　　　分担金及び負担金　　　　　　　） 千円 78,158 61,475 61,546

市債 千円

111,031

総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 386,502 364,085 360,304 397,750

人件費  （ｂ） 千円 8,100 5,800 5,800 5,750


